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○青少年自然の家管理規則 

昭和五十四年十二月二十四日教育委員会規則第七号 

改正 

昭和六〇年一二月二三日教育委員会規則第二八号 

平成 七年 三月三一日教育委員会規則第一〇号 

平成一二年 二月二九日教育委員会規則第二号 

平成一六年 三月三〇日教育委員会規則第一〇号 

平成一六年一〇月二九日教育委員会規則第一四号 

平成一八年 三月三〇日教育委員会規則第一六号 

平成一九年一〇月一九日教育委員会規則第二〇号 

平成二一年 七月一七日教育委員会規則第一一号 

令和 二年一一月二四日教育委員会規則第七号 

青少年自然の家管理規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、千葉県県立青少年自然の家の管理等に関する条例（平成十九年千葉県条例第

五十四号。以下「条例」という。）第四条及び第十一条の規定により、教育機関設置条例（昭和

三十二年千葉県条例第四号）第二十一条の四に規定する青少年自然の家（以下「青少年自然の家」

という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の告示） 

第二条 千葉県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、条例第一条に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。 

（休所日） 

第三条 青少年自然の家の休所日は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 定期休所日 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

二 年始休所日 一月一日から一月四日まで 

三 年末休所日 十二月二十八日から十二月三十一日まで 

四 臨時休所日 特別の事情により、指定管理者が休所を必要と認めて、教育委員会の承認を受

けて定めた日 

２ 前項の休所日であつても、指定管理者は、特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得
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たときは、開所することができる。 

（利用できる者の範囲） 

第四条 青少年自然の家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 青少年 

二 青少年教育指導者 

三 その他生涯学習に資する事業を行う団体に属する者等、指定管理者が特に認めた者 

２ 十八歳未満の者は、十八歳以上の者の引率の下に利用しなければならない。 

（利用許可の申請） 

第五条 青少年自然の家の施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用しようとする者は、あ

らかじめ利用許可申請書（別記様式）を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の利用を許可する場合は、教育委員会の承認を得て定めた利用許可書を交

付して行うものとする。 

（利用の不許可） 

第六条 指定管理者は、前条の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当

するときは、施設等の利用を許可してはならない。 

一 善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。 

二 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあると認めたとき。 

三 前各号に掲げる場合のほか施設等を利用させることを不適当であると認めたとき。 

（利用者の義務） 

第七条 第五条の規定により施設等の利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、指定

管理者の指示に従つて当該施設等を利用しなければならない。 

２ 利用者は、施設等の利用を終わつたときは、指定管理者の点検を受けなければならない。 

（利用許可の取消し等） 

第八条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用の許可を取

り消し、又は利用の停止を命ずることができる。 

一 虚偽の利用許可の申請をしたとき。 

二 利用許可の条件に違反したとき。 

三 指定管理者の指示に従わなかつたとき。 

（損害の賠償） 

第九条 利用者は、故意又は過失により施設等を滅失し、又は汚損したときは、教育長の指示する
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ところにより、これを原状に復さなければならない。この場合において、施設等を原状に復する

ことができないときは、教育長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。 

（教育委員会が管理する場合の特例） 

第十条 条例第十条第一項の規定により教育委員会が青少年自然の家の管理の業務の全部又は一部

を行う場合において、当該業務に第三条から第八条までに規定する業務のいずれかが含まれると

きにおけるこれらの規定及び別記様式の規定の適用については、第三条第一項第四号及び第二項、

第四条第一項第三号、第五条、第六条各号列記以外の部分、第七条並びに第八条各号列記以外の

部分及び第三号中「指定管理者」とあるのは「教育長」と、第三条第一項第四号中「、教育委員

会の承認を受けて定めた日」とあるのは「定めた日」と、同条第二項中「認め、あらかじめ教育

委員会の承認を得たとき」とあるのは「認めた場合」と、第五条第一項中「ならない」とあるの

は「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の許可を受けている場合は、この限りでな

い」と、同条第二項中「教育委員会の承認を得て定めた利用許可書」とあるのは「利用許可書」

と、別記様式中「千葉県立 青少年自然の家指定管理者」とあるのは「千葉県教育委員

会教育長」とする。 

２ 条例第十条第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行う場合であつて、

当該業務に第五条に規定する業務が含まれるときにおいては、教育委員会が当該業務を行うこと

となつた日において現に同条第一項の規定により指定管理者に対して行つている許可の申請は、

当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により教育長に

対して行つている許可の申請とみなす。 

３ 条例第十条第一項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行つた後指定管理者

が当該業務を行うこととなつた場合における第五条第一項の規定の適用については、同項中「な

らない」とあるのは、「ならない。ただし、当該利用について教育長の許可を受けている場合は、

この限りでない」とする。 

４ 前項の場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなつた日において現に第一項の規

定により読み替えて適用する第五条第一項の規定により教育長に対して行つている許可の申請は、

当該日以後においては、同項の規定により指定管理者に対して行つている許可の申請とみなす。 

（委任） 

第十一条 この規則に定めるもののほか、青少年自然の家の管理に関し必要な事項は、教育委員会

が定める。 

附 則 
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この規則は、昭和五十五年一月一日から施行する。 

附 則（昭和六十年十二月二十三日教育委員会規則第二十八号） 

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成七年三月三十一日教育委員会規則第十号） 

この規則は、平成七年四月一日から施行する。 

附 則（平成十二年二月二十九日教育委員会規則第二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十二年三月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行

後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成十六年三月三十日教育委員会規則第十号） 

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成十六年十月二十九日教育委員会規則第十四号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十七年四月一日から施行する。（後略） 

附 則（平成十八年三月三十日教育委員会規則第十六号） 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

附 則（平成十九年十月十九日教育委員会規則第二十号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の少年自然の家管理規則第四条の

規定によりなされた申請又は許可は、施行日以後においては、改正後の少年自然の家管理規則（以

下「改正後の規則」という。）第五条の規定により指定管理者（改正後の規則第二条に規定する

指定管理者をいう。以下同じ。）に対してなされた申請又は指定管理者がした許可とみなす。 

（準備行為） 

３ 改正後の規則第二条の規定による指定管理者の指定をした旨の告示は、施行日前においても行

うことができる。 
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附 則（平成二十一年七月十七日教育委員会規則第十一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和二年十一月二十四日教育委員会規則第七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施

行する。 

（青年の家管理規則の廃止） 

２ 青年の家管理規則（昭和三十六年千葉県教育委員会規則第十六号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の少年自然の家管理規則第五条の

規定によりなされた少年自然の家の施設等に係る申請若しくは許可又は施行日前に前項の規定に

よる廃止前の青年の家管理規則第四条の規定によりなされた青年の家の施設等に係る申請若しく

は許可は、施行日以後においては、改正後の青少年自然の家管理規則（以下「新規則」という。）

第五条の規定によりなされたこれらに相当する青少年自然の家の施設等に係る申請又は許可とみ

なす。 

（準備行為） 

４ 新規則第二条の規定による指定管理者の指定をした旨の告示は、施行日前においても行うこと

ができる。 
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別記様式（第五条第一項） 

 


